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（5）令和 6年度 活動方針・予定 
 

［活動方針］ 

全会員が心地よく活動できるよう、『時代にあった PTA』を目指し、改善改革をはかり 

活動を進めていく。 

①学校運営の支援 

②地域社会との連携 

③生徒の心豊かな成長の手助け 

④生徒の思考力、行動力向上の手助け 

［活動予定］※状況により日程変更や中止の場合もあります。 

４月 活動報告会 

世話人の選出 

事務局会議 

５月 世話人引継ぎ会 

会費の集金（口座引き落とし） 

６月 体育大会の支援 

９月 事務局会議 

１０月 合唱コンクールの支援 

２月 事務局会議 

・その他…臨時事務局会議、学校行事支援・PTA 行事・地域行事のお手伝い等 

 

 

（6）PTA活動マニュアル改正について 
 

PTA 活動マニュアルの改正事項は以下のとおりです。 

■Ⅰ 序文［組織図内］・庶務を追記しました。 

■Ⅱ 会計 会費を年額 2,000 円に減額しました。 

■Ⅲ 目的 庶務の任務を追記しました。 

■Ⅳ 会議 すべての会議において書面以外の開催及び報告ができるようにしました。 

■Ⅴ 補則 慶弔金の見直しを行いまた。会費を減額しました。 


